
「広報ひの」に掲載する講座・催し物、人材募集など、公募により市が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業のほかには原則として使用しません

４月から変わります４月から変わります４月から変わります４月から変わります

　先駆型センターとして新たな子
育て支援を展開します。
�所在地＝多摩平２の９多摩平の
森ふれあい館２階
�開館時間＝午前９時３０分～午後
５時
�休館日＝日曜日、祝日、年末年
始
� 問 合 せ 先 ＝ �５８９－１２６０�５８９－
１２６３

　今まで同様、地域の子育て支援

問合せ先会　場日　　時名　　称

子ども家庭支援
センター
�５８６－１２７９

子ども家庭支援
センター

月曜～土曜日
※祝日を除く
９：３０～１７：００

子どもの虐待
相談

教育相談室
�５９２－１１６０
子どもこころの
電話相談
�５９２－２７８２

教育センター内
教育相談室

毎週月曜～金曜日
１０：００～１７：００教育相談

健康課
�５８１－４１１１

生活・保健
センター

随時（電話予約）

食生活相談
（個別栄養相談）

健康相談

消費生活相談室
�５８１－３５５６

毎週月曜～金曜日
９：３０～１２：００
１３：００～１６：００

消費生活相談

高齢福祉課
�０１２０－１２３－１２７

毎日２４時間高齢者電話健康相談

予約及び
電話相談は
男女平等課
�５８７－８１７７へ

男女平等推進セ
ンター（多摩平の
森ふれあい館）

毎週火曜・水曜日
火曜日：１８：００～２１：００
水曜日：９：４５～１６：００

女性相談
（電話・面接）
※前もって予約を

日野市社会福祉
協議会
�５８４－１２９４

中央福祉
センター

法律、住宅改造相談を
実施
※日時は問い合わせを

日社協「くらし
なんでも相談」

4月の市民相談問合せ先会　場日　　時名　　称

市民相談担当
市役所代表番号
�５８５－１１１１

※予約等の受け
付けは電話で午
前８時３０分から
（先着順）

市役所１階
市民相談室

※市政に対する
一般相談は毎週
月曜～金曜日の
午前８時３０分～
午後５時１５分に
受け付け

４日�・１１日�・ 
１８日�・２５日�
１０：００～１６：００

法律相談
※相談日前日から予約を

１５日�
９：００～１２：００

土曜法律相談
※相談日前日から予約を

７日�・２１日�
１３：３０～１６：００行政相談

１３日�・２７日�
１３：３０～１６：００人権身の上相談

２７日�
１６：００～１７：００

子どもの
人権専門相談

１７日�
１３：００～１６：００

消費者金融専門相談
※１０日�から予約を

１４日�
１３：３０～１６：００

交通事故相談
※相談日前日から予約を

６日�
１３：３０～１６：００

登記相談
※相談日前日から予約を

２６日�
１０：００～１６：００

税務相談
※相談日前日から予約を

１９日�
１３：３０～１６：００

不動産相談
※相談日前日から予約を

７日�
１０：００～１６：００

相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談
※相談日前日から予約を

問合せ先会　場日　　時名　　称

市民相談担当調整中
２７日�
９：３０～１１：３０

市長相談
※３日�～１３日�に予約を

同センター
�５８６－１１７１

地域子ども家庭
支援センター万
願寺

火曜日、祝日を除く毎
日
９：３０～１７：００

子育て相談

同センター
�５８９－１２６２

子ども家庭支援
センター

日曜日、祝日を除く毎
日
９：３０～１７：００

同保育園
�５８６－１１７２

おおくぼ
保育園

毎週月曜～金曜日
１０：００～１６：００

同児童館
�５８６－１１８４

あさひがおか
児童館

健康課
�５８１－４１１１

たまだいら
児童館

１４日�
９：４５～１１：００

乳幼児相談

みなみだいら
児童館

１８日�
９：４５～１１：００

ひらやま
児童館

２１日�
９：４５～１１：００

生活・保健
センター

２８日�
９：４５～１１：００

　虐待を受けた児童や虐待を受け
ていると思われる児童を発見した
ら、子ども家庭支援センターにご
連絡ください。児童相談所や関係
機関等と連携しながら対応してい
きます。秘密は厳守します。

�虐待相談電話番号＝５８６－１２７９
（子ども家庭支援センター）
�子どもの虐待防止チラシ
　市内公共施設で配布していま
す。

�育児支援家庭訪問事業
　お子さんの養育に不安を抱える
家庭に、指導員及び支援員を派遣
し、育児支援サービス（家事・育
児の援助及び指導）を実施します。

�見守りサポート事業
　児童相談所と連携し、何らかの
支援が必要な子どもと家庭に訪問
等による見守りを実施します。

■子ども家庭支援センターの事業

�在宅サービス事業
●一時保育（事前登録制）
　育児疲れの解消や通院等の際、
日中お子さんを一時的に預かりま
す。
�対象年齢＝１歳～小学校就学前
※一時保育は、わかば保育園高幡
分園（�５９４－５５７５）、次世代育成
型子育てひろば「あかいやね」（�

５９４－７８４１）、しせい太陽の子保育
園（�５８６－０４４６）でも実施して
います
●トワイライトステイ（事前登録
制）
　仕事の残業、入院等が理由で、
夜にお子さんを預けたい方が利用
できます。
�対象年齢＝１歳～小学３年生
●ショートステイ
　保護者がさまざまな理由でお子

さんを養育できない時に、児童養
護施設でお預かりします。
�対象年齢＝２歳～小学生
�子ども家庭支援ネットワークの
運営
　支援や保護が必要な子どもと家
庭について、関係機関や地域と連
携して支援を行うためのネットワ
ークです。
�養育家庭の普及活動
　養育家庭の普及啓発及び拡充を

行っています。

■２つの子ども家庭支援センター
で運営する事業

�子どもと家庭に関する総合相談
窓口
�親子ひろばの運営
�子育て講座・イベント情報発信
�子育てサークルの支援等、地域
での子育て支援活動

施設として運営します。
�所在地＝万願寺２の２４の７万願
寺タウンビル２階
�開館時間＝午前９時３０分～午後
５時
�休館日＝火曜日、祝日、年末年
始
�問合せ先＝�・�５８６－１３１２

先駆型子ども家庭支援センター先駆型子ども家庭支援センター
として、新たな事業を開始しますとして、新たな事業を開始します

児童虐待等の通報窓口となります児童虐待等の通報窓口となります

名称が変わります名称が変わります

子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター
（（旧西部子ども家庭支援センター旧西部子ども家庭支援センター））

地域子ども家庭支援センター地域子ども家庭支援センター
万願万願寺寺
（旧東部子ども家庭支援センター）（旧東部子ども家庭支援センター） 子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター

市役所のメールアドレスが変わりました
　市役所（○○＠city.hino.tokyo.jp）と市教育
委員会（○○＠edu.city.hino.tokyo.jp）のメ
ールアドレスが「○○＠city.hino.lg.jp」に変
わりました（図書館、郷土資料館、新選組のふ
るさと歴史館を除く）。
�問合せ先＝情報システム課

こんな事業を行っていますこんな事業を行っています


